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勤
労
者
財
産
形
成
促
進
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

第
一

勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
に
お
け
る
住
宅
の
床
面
積
要
件
に
つ
い
て
、
現
行
の
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
い

う
要
件
に
加
え
、
勤
労
者
が
当
該
住
宅
の
新
築
又
は
当
該
住
宅
で
建
築
後
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
の
取
得
を
し
た

場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
住
宅
が
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を

受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
床
面
積
が
四
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

第
二

勤
労
者
財
産
形
成
住
宅
貯
蓄
契
約
に
お
け
る
住
宅
の
経
過
年
数
要
件
に
つ
い
て
、
現
行
の
主
要
構
造
部
を
耐
火
構
造
と

し
た
住
宅
の
場
合
に
は
二
十
五
年
、
そ
れ
以
外
の
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
二
十
年
と
い
う
要
件
を
廃
止
し
、
昭
和
五
十
七

年
一
月
一
日
以
後
に
建
築
さ
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

こ
の
省
令
は
、
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
等
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
及
び
租
税
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
の
施
行
の
日
（
令
和
四
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。
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